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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体を挟持する方向に移動可能な可動保持部材を有する保持部材と、
　保持部材を介して光源からの光を前記被検体に照射する照射部材と、
　前記光により被検体内で発生する音響波を受信して電気信号に変換する音響波検出手段
と、
　前記電気信号を用いて被検体内の情報を取得する処理部と、
　前記可動保持部材に配置された光拡散部材と、
　前記光が前記光拡散部材に照射された時に形成される光学パターンを撮像する撮像部と
、
を有する被検体情報取得装置であって、
　前記撮像部は、前記可動保持部材の移動に伴って、焦点を調整することを特徴とする被
検体情報取得装置。
【請求項２】
　前記撮像部を機械的に移動させる調整部を有し、
　前記調整部は、前記可動保持部材の移動に伴って、焦点を調整するように前記撮像部を
移動させることを特徴とする請求項１に記載の被検体情報取得装置。
【請求項３】
　前記可動保持部材と前記撮像部の距離は一定となるよう機械的に固定されていることを
特徴とする請求項２に記載の被検体情報取得装置。
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【請求項４】
　前記撮像部は、前記可動保持部材の移動に伴って、撮像部の有する光学系を動かすこと
で焦点を調整し、
　前記処理部は、前記光拡散部材の位置に基づいて前記撮像部の画角の補正をするよう前
記撮像部から出力される撮像信号を補正することを特徴とする請求項１に記載の被検体情
報取得装置。
【請求項５】
　前記処理部は、前記撮像部から出力される撮像信号を用いて前記被検体に照射される光
の相対照度分布を取得することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の被検
体情報取得装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体情報取得装置に関する。特に、光を被検体に照射することにより発生
する音響波を取得する被検体情報取得装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　レーザーなどの光源から生体等の被検体に光を照射し、入射した光に基づいて得られる
生体内の情報を画像化するイメージング技術の一つとして、光音響イメージング（Ｐｈｏ
ｔｏａｃｏｕｓｔｉｃ　Ｉｍａｇｉｎｇ）技術が提案されている。
【０００３】
　光音響イメージングとは、光源から発生したパルス光を生体に照射し、生体内を伝播・
拡散した光が生体組織で吸収することにより発生する音響波を受信し、受信した音響波を
解析処理することで、被検体である生体内部の情報を可視化する技術である。これにより
、生体内の光学特性分布、特に光吸収係数分布や酸素飽和度分布を得ることができ、この
光吸収係数分布等の画像を用いて被検体を診断する研究が行われている。
【０００４】
　光音響イメージングにおいて、被検体内における光吸収体から発生する音響波の初期音
圧Ｐ０は次式で表すことができる（特許文献１参照）。
Ｐ０＝Γ・μａ・Φ・・・（式１）
　ここで、Γはグリューナイゼン係数であり、体積膨張係数βと音速ｃの二乗の積を定圧
比熱ＣＰで割ったものである。Γは被検体が決まれば、ほぼ一定の値をとることが知られ
ている。μａは吸収体の光吸収係数、Φは局所的な領域での光束（ｆｌｕｅｎｃｅ）であ
る。被検体中を伝播してきた音響波の大きさである音圧Ｐの時間変化を測定し、その測定
結果から初期音圧分布を算出する。算出された初期音圧分布をグリューナイゼン係数Γで
除することにより、μａとΦの積である光エネルギー吸収密度分布を得ることができる。
式１で示されるように、初期音圧Ｐ０の分布から光吸収係数μａの分布を得るためには、
被検体内の光束Φの分布（光量分布）を求めることが必要である。
【０００５】
　光束Φの分布は、表面に照射される光の相対光照射密度分布（以下、「相対照度分布」
ともいう）を用いて算出することができる。相対照度分布とは、被検体の表面の光照射領
域における相対的な光強度分布のことである。相対照度分布は、光が照射されたときに被
検体表面に生じる光学パターンを撮像することにより求められる。この相対照度分布を解
析することにより被検体内の光量分布を算出でき、その光量分布を用いて式１より被検体
内の光吸収分布を得ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－１８１５３号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　光音響イメージング技術を用いた装置では、被検体として生体、具体的には人体や動物
の乳房や指、手足などの診断の対象部位が想定され、これらの対象部位の光吸収分布等の
画像データが生成される。測定の際は、固定された対象部位に光パルスを照射し、対象部
位内からの音響波を取得すればよい。この時、表面に照射される光の相対照度分布を求め
るために、例えば保持部材として２枚の保持板などで被検体を狭持し、この保持板を介し
て光パルスの照射と被検体内で発生する音響波の取得を行うことが考えられる。この２枚
の保持板のうち少なくとも一方の保持板を、被検体を狭持する方向に移動可能とすること
で、被検体の保持時の作業を円滑に行える。またこの保持板上での光パルスの光学パター
ンを撮像することで被検体の表面に照射される光の相対照度分布を求めることができる。
【０００８】
　しかしながら、被検体を狭持する方向に保持板を移動する場合、光の出射位置が固定さ
れていると、被検体を保持する距離の変化に伴って光の出射位置から被検体までの距離が
変化する。このとき、出射位置からの距離に応じて被検体に入射する光の総量が異なるた
め被検体表面に生じる相対照度分布が変化してしまう。そのため、正確な光吸収分布を得
るためには、光の出射位置と保持されている被検体までの距離と、に応じて被検体表面に
生じている相対照度分布を測定する必要がある。
【０００９】
　しかしながら、光学パターンを撮像するカメラ等の撮像部が固定されている場合には、
撮像部と被検体までの距離も変化する。このため被検体を撮像している撮像部の焦点がず
れてしまい、明瞭な光学パターンを撮像できない。よって、被検体に生じている相対光照
射密度を精度よく測定することができず、結果的に、被検体内の光吸収係数分布等の光学
特性分布を精度よく求めることができなくなってしまう。
【００１０】
　そこで、本発明は上記課題に鑑み、被検体を保持する保持部材が移動しても、光学パタ
ーンを精度よく撮像し、被検体内の光学特性値分布を精度よく取得することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の被検体情報取得装置は、被検体を狭持する方向に移動可能な可動保持部材を有
する保持部材と、保持部材を介して光源からの光を前記被検体に照射する照射部材と、前
記光により被検体内で発生する音響波を受信して電気信号に変換する音響波検出手段と、
前記電気信号を用いて被検体内の情報を取得する処理部と、前記可動保持部材に配置され
た光拡散部材と、前記光が前記光拡散部材に照射された時に形成される光学パターンを撮
像する撮像部と、を有する被検体情報取得装置であって、前記撮像部は、前記可動保持部
材の移動に伴って、焦点を調整可能に構成されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、被検体を保持する保持部材が移動しても、光学パターンを精度よく撮
像することが可能となり、被検体内の光学特性値分布を精度よく取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第一の実施形態における光音響イメージング装置の一例を示す模式図である。
【図２】第一の実施形態における撮像部の焦点調節手段の一例を模式図である。
【図３】第一の実施形態における測定フローチャートを示した図である。
【図４】第二の実施形態における光音響イメージング装置の一例を示す模式図である。
【図５】第二の実施形態における撮像部と光拡散部材との関係を示した模式図である。
【図６】第二の実施形態における測定フローチャートを示した図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を用いて説明する。同一の構成要素には原則
として同一の符号を付して、説明を省略する。本発明において、音響波とは、典型的には
超音波であり、音波、超音波、光音響波、光超音波と呼ばれる弾性波を含む。また、本発
明の被検体情報取得装置は、被検体に光（可視光線や赤外線を含む電磁波）を照射するこ
とにより被検体内で発生した音響波を受信して、被検体情報を画像データとして取得する
光音響イメージング装置を含む。
【００１５】
　取得される被検体情報とは、光照射によって生じた音響波の初期音圧分布、あるいは初
期音圧分布から導かれる光エネルギー吸収密度分布や、吸収係数分布、組織を構成する物
質の濃度分布等を反映した特性情報を示す。物質の濃度分布とは、例えば、酸素飽和度分
布や酸化あるいは還元ヘモグロビン濃度分布などである。
【００１６】
　被検体としては生体、具体的には人体や動物の乳房や指、手足などの診断の対象部位が
想定される。被検体内部の光吸収体としては、被検体内で相対的に光吸収係数が高いもの
であり、例えば、血管、あるいは、新生血管を多く含む悪性腫瘍等が該当する。
【００１７】
　＜第一の実施形態＞
　（基本的な構成）
　以下、本発明が適用される第一の実施形態について図１乃至図３を用いて説明する。図
１は本実施形態の被検体情報取得装置である光音響イメージング装置の構成の一例を示し
た模式図である。図１（ａ）は光音響イメージング装置により被検体を測定している様子
を示す模式図である。被検体１０２は保持部材１０１の可動保持板１０１ａと固定保持板
１０１ｂとの間で保持され、可動保持板１０１ａが被検体を狭持する方向に移動すること
で被検体１０２を狭持する。可動保持板１０１ａは本発明の可動保持部材に対応する。
【００１８】
　そして光源１０３より光（パルス光）を発生させ、照射部材である光学部１０４を介し
て被検体１０２に光を照射する。被検体１０２では、光を照射されると被検体内の光吸収
体（腫瘍等の検出対象）が光エネルギーを吸収することにより音響波を発生する。発生し
た音響波は被検体内を伝播し、固定保持板１０１ｂを介して音響波検出手段である音響波
探触子１０６に到達する。音響波探触子１０６は音響波を受信して電気信号に変換し、処
理部としての演算処理部１１０に出力する。演算処理部１１０は、入力された電気信号を
用いて光吸収係数分布等の特性分布を光音響画像データとして取得する。
【００１９】
　図１（ｂ）は本実施形態の光音響イメージング装置において、相対照度分布の測定する
際の一例を示す模式図である。本発明では、光音響画像データの生成のために、被検体表
面における相対照度分布を用いる。相対照度分布は、被検体１０２の表面１０２ａの光照
射領域における相対的な光強度分布のことであり、被検体１０２を保持する位置の光学パ
ターンを撮像カメラ１０７で撮像することにより、被検体表面に生じている相対照度分布
を推定する。具体的には、相対照度分布の測定の際、可動保持板１０１ａの被検体１０２
が接する表面側に光拡散部材１０５を配置する。そして、照射部材である光学部１０４よ
り光を照射することにより光拡散部材１０５の表面で生じる光学パターン（拡散光パター
ン）を撮像部である撮像カメラ１０７で撮像する。撮像カメラはレンズ等の光学系１０８
を有す。相対照度分布は、撮像された光学パターンを演算処理部１１０により解析処理さ
れ算出される。
【００２０】
　しかしながら、可動保持板１０１ａを固定保持板１０１ｂ側に移動する場合、本実施形
態のように光学部１０４（つまり光の出射位置）が固定されていると、被検体を保持する
距離の変化に伴って光の出射位置から可動保持板１０１ａまでの距離が変化する。光拡散
部材１０５は可動保持板１０１ａに固定されているため、任意の位置の光学パターンを撮
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像する場合に撮像カメラ１０７の焦点が合わなくなる。そこで、本実施形態の光音響イメ
ージング装置は、調整部である焦点調節機構１０９を有する。
【００２１】
　本実施形態の焦点調節機構１０９は、光拡散部材１０５の移動に伴って撮像カメラ１０
７を機械的に動かす。この焦点調節機構により、撮像カメラ１０７は焦点を調整可能とな
る。そして、焦点を調整された撮像カメラ１０７により明瞭な光学パターンが撮像される
。撮像された光学パターンは、演算処理部１１０に出力され、演算処理部１１０で相対照
度分布が算出される。また、相対照度分布の測定時には、音響波探触子１０６は撮像の邪
魔にならない位置に配置する。このために音響波探触子１０６は移動可能な構成であり、
具体的に本実施形態では、固定保持板１０１ｂの面に沿って走査する走査機構（不図示）
を備えている。また、本実施形態では、可動保持板が移動した距離を距離測定部１１１で
測定し、その距離を演算処理部１１０に出力して、演算処理部１１０から焦点調節機構に
指令を送信している。
【００２２】
　以下に、本実施形態に係る光音響イメージング装置の構成を具体的に説明する。
【００２３】
　（保持部材）
　保持部材１０１は固定保持部材である固定保持板１０１ｂと可動保持部材である可動保
持板１０１ａで構成され、被検体の少なくとも一部の形状を一定に保つための保持手段で
ある。図１に示すように被検体を両側から挟むようにすると、測定中において被検体の位
置が固定されるので、体動等による位置変動を低減することができる。また、被検体１０
２を狭持することで被検体１０２の距離（光の入射方向の厚み）を短く（薄く）すること
により、被検体の深部まで光を効率よく到達させることができる。照射部材が設けられる
側の保持部材は、光の透過率が高い部材であることが好ましい。音響波探触子１０６が設
けられる側の保持部材は、被検体や音響波探触子１０６との音響整合性が高い部材を用い
ることが好ましい。音響整合性を高めることを目的として、保持部材と被検体との間にジ
ェル等の音響適合材を介在させても良い。また、保持部材１０１の固定保持板１０１ａ側
にも、照射部材を設け、被検体の両側から光を照射してもよい。また、保持部材は両方と
も移動可能に構成してもよい。
【００２４】
　（光源）
　光源１０３は、コヒーレント、または、インコヒーレントのパルス光源を少なくとも一
つは備える。光音響効果を発生させるため、パルス幅は数１００ｎｓｅｃ以下が好ましく
、５ｎｓｅｃ～５０ｎｓｅｃの範囲がより好ましい。また、乳がん等を測定する場合には
、生体を構成する成分のうち特定の成分（例えばヘモグロビン）に吸収される特定の波長
の光を照射する。具体的に、光の波長は５００ｎｍ以上１２００ｎｍ以下の波長が好まし
い。光源としては大きな出力が得られるレーザーが好ましいが、レーザーのかわりに発光
ダイオードなどを用いることも可能である。レーザーとしては、固体レーザー、ガスレー
ザー、色素レーザー、半導体レーザーなど様々なレーザーを使用することができ、Ｎｄ：
ＹＡＧレーザーやＴｉ：サファイアレーザーを用いることができる。また、波長は可変で
あってもよい。
【００２５】
　（光学部）
　光学部１０４は、光源１０３からの光を被検体に導くための照射部材であり、例えば、
光ファイバーや、光を反射するミラー、参照光と照射光を分岐するためのハーフミラー、
光を集光したり拡大したり形状を変化させるレンズなどである。このような光学部は、ミ
ラーやレンズ以外の部材でもよく、光源から発せられる光を被検体に所望の形状で照射す
ることができればどのようなものでもよい。なお、光はレンズで拡散させることにより、
ある程度の面積に広げる方が好ましい。また、広範囲に光を照射するために、光を被検体
に照射する領域は被検体上を移動可能であることが好ましい。光を被検体に照射する領域
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を移動させる方法としては、可動式ミラー等を用いる方法や、光ファイバーの出射端を移
動させる方法などがある。
【００２６】
　（光拡散部材）
　光拡散部材１０５は、光を拡散させて、局所的な照射エネルギー密度の高い領域を無く
すことができる。光拡散部材１０５を用いる理由は、光学部から出射した光は強いため、
出射した光をそのまま撮像カメラで撮像しても良好に光学パターンを撮像できないためで
ある。よって、本発明では、光が光拡散部材１０５に照射されることにより、光拡散部材
１０５の表面に形成される光学パターンを撮像部で撮像する。光拡散部材１０５は、すり
ガラスなどの拡散板や、酸化チタンなどが入った薄いウレタンシートなどの拡散シートが
望ましい。また、等方円拡散で拡散角が面内均一であり、撮像部のレンズの画角よりも十
分大きいことが望ましい。例えば画角が２０度の場合、その±１０度の角度の範囲内で拡
散光の強度が変化しないように、拡散角６０度以上の光拡散部材が望ましい。光拡散部材
は、保持部材に設けられ、取り外し可能でもよいし、保持部材と一体になっていてもよい
。また、その厚さは、０．１ｍｍ乃至１．０ｍｍ程度が好ましい。
【００２７】
　（音響波探触子）
　音響波探触子１０６は、音響波検出手段であり、音響波を受信して電気信号に変換する
１つ以上の素子を有する。例えば、圧電効果を用いたトランスデューサー、光の共振を用
いたトランスデューサー、容量の変化を用いたトランスデューサーなど、音響波を受信し
て電気信号に変換できる素子であればどのような変換素子でも良い。このような素子は１
次元又は２次元に複数配列することにより、同時に複数の場所で音響波を受信することが
でき、受信時間を短縮できる。なお、１つの素子を移動させることで、複数の素子を２次
元あるいは１次元に配置したものと同様の信号を得ることも可能である。音響波探触子は
、図１においては固定保持板側に設けられているが、可動保持板側に設けても良く、両方
に設けても良い。
【００２８】
　（撮像カメラ）
　撮像カメラ１０７は、撮像部であり、光を検出して電気信号に変換する１つ以上の素子
を有し、フォトマル、フォトダイオードなどで構成される。光を検出して電気信号に変換
できるものであればどのような素子を用いてもよい。光を検出する素子は１次元又は２次
元に複数配列することにより、同時に複数の場所で光を検出することができる。また、照
射される光の波長領域に感度のある素子である必要がある。なお、撮像カメラ１０７は、
ＮＤフィルターやレンズ等の光学系１０８が配置される。このレンズは、光拡散部材１０
５上で拡散された照射光の光学パターン全体を撮像カメラ１０７で撮像できる程度の焦点
距離を持つ。
【００２９】
　（焦点調節機構）
　焦点調節機構１０９は、可動保持部材の移動に伴って撮像カメラの焦点を調整するため
の調整部であり、本実施形態においては、撮像カメラ１０７を光拡散部材１０５に追従し
て動かすためのリニアガイド、ボールネジなどの送り機構、直動機構などで構成される。
焦点調節機構１０９は光拡散部材１０５の移動に伴って焦点を調整する（つまり光拡散部
材１０５の移動に伴って焦点も追従して移動させる）ものであればどんなものを用いても
良い。
【００３０】
　図３に撮像カメラ１０７と焦点調節機構１０９の例を示す。図３（ａ）では焦点調節機
構はモータ３０２、リニアガイド３０１などで構成される例を示している。モータ３０２
はＤＣモータ、ステッピングモータ、電磁モータなどのモータである。送り機構、直動機
構などにより、可動保持板が移動した距離を距離測定部１１１（図１参照）で測定し、そ
の距離を演算処理部１１０に出力して、演算処理部１１０からモータ３０２に指令を送信
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しても良い。また、図３（ｂ）に示すように、光拡散部材１０５に追従するよう、ハンド
ル３０３を用いて手動で撮像カメラを動かしても良い。この場合、光拡散部材１０５の移
動した距離を距離測定部１１１で測定してユーザに提示するとよい。また、ハンドルなど
を使わず撮像カメラを直接ガイドに沿わせ動かしても良い。なお、焦点調節機構１０９は
、送り機構、直動機構に限定されるものではなく、図３（ｃ）に示すように、光拡散部材
１０５と撮像カメラ１０７を軸３０４などで繋ぎ、光拡散部材１０５と撮像カメラ１０７
との距離が常に一定となるよう機械的に固定しても良い。
【００３１】
　（演算処理部）
　演算処理部１１０は、相対照射分布の算出、光吸収係数分布等の画像データの生成、焦
点調節機構への指令送信、等を行う処理部であり、典型的にはワークステーションなどが
用いられる。相対照度分布を算出し、その結果から照射光にフィードバックする処理など
があらかじめプログラミングされたソフトウェアにより行われる。また、処理部は、音響
波探触子１０６から取り込まれた電気信号に対してノイズ低減処理などを行ってもよい。
さらに、撮像カメラ１０７の移動制御だけでなく、音響波探触子１０６や光学部１０４等
の走査機構の制御など光音響イメージング装置を動作させる処理全般を行ってもよい。
【００３２】
　（測定フロー）
　次に、図２に示す測定のフローチャートを用いて本実施形態の光音響イメージング装置
の測定フローを説明する。本フローでは、被検体内の特性情報として光吸収係数分布を取
得する例を説明する。また、本実施形態の測定フローでは、光量分布は、被検体の特性情
報を取得する前に事前に、保持板間の距離に応じて数パターン（例えば、数ｍｍ間隔で距
離を変えて数パターン）取得しておき、テーブルを作成しておく。そして、被検体をある
距離Lで保持して音圧分布を取得し、その後、事前に測定した距離Lの位置の光量分布のデ
ータ（もしくは距離Ｌに一番近い時の光量分布のデータ）を読み込む。ただし、本発明は
このような測定フローに限定されない。例えば、被検体を保持部材で保持した後、光を照
射して特性情報を取得する前に、光量分布を取得しても良い。この場合は、被検体を実際
に保持している状態と同じ状態で光量分布を取得できるので、より正確な特性情報を取得
可能となる。以下では前者の測定フローに従った例を説明する。まず、光量分布の取得ま
での流れについて説明する。　図１（ａ）で示すように、保持部材１０１内に被検体１０
２が配置される代わりに、光拡散部材１０５を照射光が照射される方の可動保持板１０１
ａ表面に配置する（Ｓ２０１）。そして所望の位置に可動保持板１０１ａを動かすと同時
に、撮像する撮像カメラ１０７も焦点調節機構１０９により可動保持板１０１ａに追従さ
せて同じ距離分だけ動かす（Ｓ２０２）。光源１０３が発した光は、光学部１０４を介し
て光拡散部材１０５に照射される（Ｓ２０３）。このとき、音響波探触子１０６は光拡散
部材１０５の位置と撮像カメラ１０７の位置には干渉しない位置に避けておく。
【００３３】
　光拡散部材１０５に照射された照射光は光拡散部材１０５上で拡散され、形成された光
学パターンを撮像カメラ１０７で撮像する。撮像カメラ内の光検出素子で検出した光は第
１の電気信号（撮像信号）に変換される（Ｓ２０４）。第１の電気信号は演算処理部１１
０に取り込まれ、第１の電気信号を用いて光拡散部材１０５の位置の相対照度分布が算出
される（Ｓ２０５）。具体的には、撮像カメラ１０７で撮像された光学パターンと、予め
測定した１ピクセルあたりの撮像対象（ここでは光拡散部材１０５）の大きさを基に、被
検体表面での相対照度分布が算出される。これにより、光源１０３の照射光が被検体１０
２に照射されたときに被検体表面での相対照度分布が推定される。次に、演算処理部１１
０は算出された相対照度分布に基づいて、被検体１０２内の光量分布を算出する（Ｓ２０
６）。具体的には、計算空間内の被検体の表面上に、上述した相対照度分布と同じ相対照
度分布を持つ仮想の光源を配置して、光拡散方程式、輸送方程式またはモンテカルロ・光
伝播シミュレーション等を用いることで光量分布が算出される。
【００３４】
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　次に、被検体１０２に発生する音圧分布の算出までを説明する。図１（ｂ）で示すよう
に、保持部材１０１で被検体１０２を所望の位置で保持し、音響波探触子１０６を被検体
１０２に光が照射される位置と対向する位置に配置する（Ｓ２０７）。光学部１０４から
出射した光は、被検体１０２に可動保持板１０１ａを介して照射される（Ｓ２０８）。そ
して、照射光の光エネルギーが被検体１０２内の光吸収体に吸収されることで発生する音
響波を音響波探触子１０６が受信し、第２の電気信号（受信信号）に変換する（Ｓ２０９
）。第２の電気信号は演算処理部１１０に取り込まれ、演算処理部１１０は、第２の電気
信号を用いて初期音圧分布を算出する（Ｓ２１０）。
【００３５】
　次に、Ｓ２１０で算出された初期音圧分布とＳ２０６で算出された光量分布とを用いて
、演算処理部１１０は光吸収係数分布を算出する（Ｓ２１１）。具体的には、式１に従い
、初期音圧分布を光量分布で除することで光吸収係数分布を算出する。最後に、演算処理
部１１０はＳ１１で算出された光吸収係数分布を画像データとして生成する。
【００３６】
　このように光拡散部材１０５を使用して、本実施形態のように焦点を調整して光学パタ
ーンを撮像することで相対照度分布を精度よく推定でき、結果的に被検体内の特性情報を
精度よく求めることが可能となる。
【００３７】
　＜第二の実施形態＞
　第一の実施形態では、撮像カメラの焦点を、光拡散部材の移動に連動して撮像カメラを
追従させることにより調節したが、本実施形態では、撮像カメラは動かさず、フォーカス
機能によって焦点を調節する。
【００３８】
　図４は本実施形態の被検体情報取得装置である光音響イメージング装置の構成の一例を
示した模式図である。本実施形態の光音響イメージング装置の構成は、撮像カメラ、焦点
調節機構以外は第一の実施形態と同様であり、第一の実施形態と同様の部分に関しては説
明を省略する。図４（ａ）は光音響イメージング装置により被検体を測定している様子を
示す模式図であり、図４（ｂ）は本実施形態の光音響イメージング装置において、相対照
度分布の測定する際の一例を示す模式図である。
【００３９】
　本実施形態では、撮像部である撮像カメラ１０７が焦点調節機構２０１と光学系２０２
を有する。撮像カメラ１０７は、レンズ等の光学系２０２を焦点調節機構２０１によって
調節することによって、撮像カメラ１０７から任意の距離の拡散部材に生じている光学パ
ターンを、撮像カメラ１０７の位置自体は動かさず焦点を合わせることができる。これよ
り、明瞭な光学パターンを撮像できる。
【００４０】
　図５は、撮像カメラの画角と光拡散部材位置の関係を示している。破線は光拡散部材１
０５と可動保持板１０１ａが移動した位置を示している。撮像カメラ１０７のレンズ構成
等によっては、光拡散部材１０５が移動することに伴い、撮像カメラ１０７で撮像できる
画角も変化する。したがって、撮像カメラ１０７で撮像可能な光拡散部材１０５の面積も
変化するため、光拡散部材１０５の位置に応じて得られる相対照度分布も異なる。そのた
め演算処理部１１０で、例えば、光拡散部材１０５全体が撮像できる画角を基準として、
距離測定部１１１により取得した光拡散部材１０５の位置に応じ、画角の差を補正するよ
うに撮像信号の補正（画像補正を含む）を行って相対照度分布を得るとよい。
【００４１】
　次に、撮像カメラ１０７の構成について具体的に説明する。撮像カメラ１０７の光学系
２０２はＮＤフィルターやレンズ等が配置される。このレンズは、主にズームレンズ、可
変焦点レンズが望ましい。またＮＤフィルターは、撮像カメラ１０７が光拡散部材１０５
上で拡散された照射光の光学パターン全体を撮像できるＮＤを有していれば良い。焦点調
節機構２０１は主に焦点合わせは手動、自動に限定されないが、特に自動（オートフォー
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、パッシブ方式のどちらでも良い。オートフォーカスの駆動部には主に超音波モータ、ス
テッピングモータ、ＤＣモータなど光学系２０２を前後に移動出来るものであれば同様の
効果が得られる。手動では、一眼・二眼方式、レンジファインダー方式、あるいは目視で
ピントを合わせるなど焦点を合わせられればいずれの方法を用いても良い。例えば、レン
ジファインダー方式では、焦点調節機構２０１はレンズの繰り出し量などを測定する測定
部と光学距離計を有し、これらを連動させてスプリットイメージや二重像の重ね合わせに
よりピント合わせを行う。
【００４２】
　次に本実施形態における測定フローを詳細に説明する。図６は本実施形態の光音響イメ
ージング装置を用いた場合の測定のフローチャートである。本実施形態のフローは、焦点
調節に関するステップ（Ｓ６０２）とそれにより画角補正が必要な点（Ｓ６１２）以外は
、第一の実施形態の測定フロー（図２）と同様であるため説明を省略する。
【００４３】
　まず、所望の位置に光拡散部材１０５を有した可動保持板１０１ａを動かす（Ｓ２０１
）。距離測定部１１１より距離を測定し、演算処理部１１０より指令し焦点調節機構２０
１を駆動させてレンズを動かし、撮像カメラ１０７の焦点を合わせる（Ｓ６０２）。この
とき手動で焦点調節機構２０１を操作し、焦点の調節を行っても良い。光拡散部材１０５
に照射された照射光は、光拡散部材１０５上で拡散され、その光学パターンが光学系２０
２を介して撮像部１０７に受信され、第１の電気信号（撮像信号）に変換される。そして
、第１の電気信号は演算処理部１１０に取り込まれる。演算処理部１１０によって、拡散
部材の位置に応じた撮像部の画角情報を用いて画角を補正するように第１の電気信号の補
正を行う（Ｓ６１２）。このとき光拡散部材のある位置を基準とし、画角を補正するよう
に処理する。これにより拡散部材１３上の相対照度分布が算出される（Ｓ２０５）。
【００４４】
　以上のように、焦点調節機構を撮像カメラ１０７に搭載することで、撮像カメラ１０７
を機械的に動かすのに比較しコンパクトにすることが可能となる。
【符号の説明】
【００４５】
　１０１　保持部材
　１０１ａ　可動保持板
　１０１ｂ　固定保持板
　１０２　被検体
　１０３　光源
　１０４　光学部
　１０５　光拡散部材
　１０６　音響波探触子
　１０７　撮像カメラ
　１０８　光学系
　１０９　焦点調節機構
　１１０　演算処理部
　１１１　距離測定部
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